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Ｒ７．１２ 改正について（業務委託標準仕様書） 

 

改正の凡例 

新規・追記 あああああ 

削除 いいいいい 

 

業務委託標準仕様書 

第Ⅰ編 総則 
第 1 章 総則 

１－１－７ 業務代理人等 

１．受託人は、業務における業務代理人及び主任技術者を定め、業務委託契約締結後

遅滞なく所定の様式により、監督員を経由して発注者に提出しなければならない。

その際、業務代理人は直接的な雇用関係を確認するための書類、主任技術者は直接

的かつ恒常的な雇用関係（入札日以前に原則３か月以上の雇用関係）を確認するた

めの書類（健康保険被保険者証の写し等市区町村が作成する住民税特別徴収税額通

知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又

はこれらに準ずる資料（いずれも写し可））を添付するものとする。また、主任技術

者として必要な資格を証する合格証明書などの写しまたは経験を証する経歴書を添

付するものとする。 
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